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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ樹脂と硬化剤と液状ゴムとを含有するエポキシ樹脂組成物であって、
　前記エポキシ樹脂はビスフェノールＡ型ジグリシジルエーテルであり、前記硬化剤はポ
リオキシプロピレンジアミンであり、前記液状ゴムは末端にヒドロキシ基を有する液状ブ
タジエンゴムであり、
　前記エポキシ樹脂組成物が硬化したとき、前記エポキシ樹脂が主成分のエポキシ樹脂リ
ッチ相と前記液状ゴムが主成分の液状ゴムリッチ相とを有する相分離構造を形成し、かつ
、ＪＩＳ　Ｋ６２５３に規定のタイプＥデュロメータで測定した硬さが８０以下であるこ
とを特徴とするエポキシ樹脂組成物。
【請求項２】
　充填材をさらに含有することを特徴とする請求項１に記載のエポキシ樹脂組成物。
【請求項３】
　硬化した前記エポキシ樹脂組成物は、第１樹脂が三次元的に連続する第１樹脂相と、前
記第１樹脂相と相違し、第２樹脂により形成される第２樹脂相とを備えた相分離構造を有
し、
　前記第１樹脂及び前記第２樹脂のいずれか一方に含まれる前記液状ゴムの含有量は、前
記第１樹脂及び前記第２樹脂の他方に含まれる前記液状ゴムの含有量よりも多いことを特
徴とする請求項１又は２に記載のエポキシ樹脂組成物。
【請求項４】
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　前記エポキシ樹脂と硬化剤からなる成分と、前記液状ゴムとの体積比率が、７０：３０
～２０：８０であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のエポキシ樹
脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エポキシ樹脂組成物に関する。詳細には、本発明は、高い柔軟性を有するエ
ポキシ樹脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エポキシ樹脂は硬化剤と反応させると三次元架橋硬化物となり、得られた硬化物は機械
的強度、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性が高いなどの特徴を備えている。そのため、エ
ポキシ樹脂は塗料、接着剤、積層板、封止材等として建材分野から電子材料分野まで幅広
く用いられている。しかしながら、エポキシ樹脂は三次元に架橋しているが故に、その硬
化物は脆く、耐衝撃性及び可撓性が低いことが知られている。また、例えば、半導体パッ
ケージ材料に用いられる液状封止材やフレキシブルプリント配線板においては、可撓性に
優れたエポキシ樹脂が求められている。
【０００３】
　そのため、可撓性を改善するために、エポキシ樹脂にゴム変性やシリコーン変性などの
柔軟性の高い骨格を導入し、樹脂自体の性質を改良する試みが検討されている。例えば、
特許文献１では、柔軟性骨格及び極性結合基を有するビスフェノールＡ型エポキシ樹脂と
、二個以上のチオール基を有するポリチオールとを含有して成るエポキシ樹脂組成物が開
示されている。このようにエポキシ樹脂に柔軟性骨格を含有させることで、その柔軟性骨
格の部分で硬化物が変形して柔軟性、可撓性を有することになり、応力を吸収することが
可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３６９３５号公報
【発明の概要】
【０００５】
　しかしながら、エポキシ樹脂に柔軟性骨格を含有させるだけでは、柔軟性をさらに高め
ることが難しい。また、たとえ柔軟性骨格を含有させたとしても、例えば充填材が添加さ
れた場合、柔軟性が損なわれる恐れがあった。
【０００６】
　本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものである。そして、本
発明の目的は、高い柔軟性を有するエポキシ樹脂組成物を提供することにある。
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の態様に係るエポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂
と硬化剤と液状ゴムとを含有する。そして、当該エポキシ樹脂組成物が硬化したとき、２
以上の相に分離した相分離構造を形成し、かつ、ＪＩＳ　Ｋ６２５３に規定のタイプＥデ
ュロメータで測定した硬さが８０以下である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は相分離構造を説明するための概略図であり、（ａ）は海島構造を示し、（
ｂ）は連続球状構造を示し、（ｃ）は複合分散構造を示し、（ｄ）は共連続構造を示す。
【図２】図２は、実施例１の樹脂板の断面をレーザー顕微鏡で観察した結果を示す写真で
ある。
【図３】図３（ａ）は、実施例１の樹脂板の断面を顕微鏡で観察した結果を示す写真であ
る。図３（ｂ）は、図３（ａ）のａ）地点及びｂ）地点におけるラマンスペクトルを示す
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グラフである。
【図４】図４は、実施例１の樹脂板の断面をラマン分光分析した結果を示す。（ａ）はベ
ンゼン環（ＤＧＥＢＡ）に由来するラマンマッピング像を示し、（ｂ）はＣ＝Ｃ結合（ブ
タジエン）に由来するラマンマッピング像を示す。
【図５】図５は、実施例２の樹脂板の断面をレーザー顕微鏡で観察した結果を示す写真で
ある。
【図６】図６（ａ）は、実施例２の樹脂板の断面を顕微鏡で観察した結果を示す写真であ
る。図６（ｂ）は、図６（ａ）における符号Ｂで示す範囲の拡大写真である。図６（ｃ）
は、図６（ｂ）のａ）地点及びｂ）地点におけるラマンスペクトルを示すグラフである。
【図７】図７は、実施例２の樹脂板の断面をラマン分光分析した結果を示す。（ａ）はベ
ンゼン環（ＤＧＥＢＡ）に由来するラマンマッピング像を示し、（ｂ）はＣ＝Ｃ結合（ブ
タジエン）に由来するラマンマッピング像を示す。
【図８】図８は、実施例３の樹脂板の断面を走査型電子顕微鏡で観察した結果を示す写真
である。
【図９】図９は、実施例４の樹脂板の断面を走査型電子顕微鏡で観察した結果を示す写真
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施形態に係るエポキシ樹脂組成物について詳細に説明する。なお、図面の寸
法比率は説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。
【００１０】
　本実施形態に係るエポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂と硬化剤と液状ゴムとから形成
される樹脂組成物である。そして、当該エポキシ樹脂組成物が硬化したとき、２以上の相
に分離した相分離構造を形成している。
【００１１】
　上述のように、エポキシ樹脂は硬化剤と反応させると三次元架橋硬化物となり、得られ
た硬化物は機械的強度、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性が高いなどの特徴を備えている
。しかしながら、エポキシ樹脂は三次元に架橋しているため、その硬化物は柔軟性が低い
ことが知られている。
【００１２】
　そのため、本実施形態のエポキシ樹脂組成物では、エポキシ樹脂に柔軟性を付与するた
めに液状ゴムを添加している。液状ゴムは、架橋反応や鎖延長反応によってゴム弾性体と
なる合成ゴムである。そして、このような液状ゴムを添加することで、液状ゴムの柔軟性
に起因してエポキシ樹脂組成物の柔軟性も高めることが可能となる。
【００１３】
　さらに、本実施形態では、エポキシ樹脂組成物が硬化したとき、２以上の相に分離した
相分離構造を形成している。具体的には、主としてエポキシ樹脂と硬化剤とが反応して得
られた硬化物からなるエポキシ樹脂リッチ相と、主として液状ゴムからなる液状ゴムリッ
チ相とを有する相分離構造を備えている。このような相分離構造を形成することにより液
状ゴムリッチ相が高分散し、エポキシ樹脂組成物の柔軟性を高め、可撓性を有することが
可能となる。また、相分離構造を形成することで、エポキシ樹脂リッチ相の内部に液状ゴ
ムリッチ相が包含されるか、液状ゴムリッチ相の内部にエポキシ樹脂リッチ相が包含され
るか、または隣接するエポキシ樹脂リッチ相の間に液状ゴムリッチ相が介在することにな
る。そのため、液状ゴムリッチ相が緩衝材としての役割を果たすため、内部応力を吸収し
、柔軟性及び可撓性を高めることが可能となる。
【００１４】
　より詳細に説明すると、本実施形態のエポキシ樹脂組成物は、第１樹脂が三次元的に連
続する第１樹脂相と、第１樹脂相と相違し、第２樹脂により形成される第２樹脂相とを備
えた相分離構造を有していることが好ましい。そして、第１樹脂及び第２樹脂のいずれか
一方に含まれる液状ゴムの含有量は、第１樹脂及び第２樹脂の他方に含まれる液状ゴムの
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含有量よりも多いことが好ましい。このように、エポキシ樹脂組成物が第１樹脂相と第２
樹脂相の二相に分離し、さらに第１樹脂に含まれる液状ゴムの含有量が第２樹脂よりも多
いか、又は第２樹脂に含まれる液状ゴムの含有量が第１樹脂よりも多くすることで、柔軟
性をより高めることができる。
【００１５】
　本実施形態における相分離構造とは、海島構造、連続球状構造、複合分散構造、共連続
構造のいずれかをいう。海島構造は、図１（ａ）に示すように、体積の小さい分散相２が
連続相１に分散された構造をいい、微粒子状や球状の分散相２が連続相１の中に散在する
構造である。連続球状構造は、図１（ｂ）に示すように、略球状の分散相２が連結し、連
続相１中に分散した構造である。複合分散構造は、図１（ｃ）に示すように、分散相２が
連続相１の中に散在し、さらに分散相２中に連続相１を構成する樹脂が散在している構造
である。共連続構造は、図１（ｄ）に示すように、連続相１と分散相２とが複雑な三次元
の網目状を形成している構造である。
【００１６】
　なお、海島構造、連続球状構造、複合分散構造及び共連続構造のような相分離構造は、
樹脂組成物の硬化速度や反応温度等の硬化条件、並びにエポキシ樹脂及び液状ゴムの相溶
性及び配合比を制御することにより得ることができる。また、本実施形態のエポキシ樹脂
組成物では、エポキシ樹脂、硬化剤及び液状ゴムからなる樹脂成分と、充填材との含有比
率を調整することにより、上述の海島構造や共連続構造といった相分離構造を選択するこ
とが可能となる。
【００１７】
　上述のように、エポキシ樹脂組成物では、第１樹脂相を構成する第１樹脂に含まれる液
状ゴムの含有量が第２樹脂相を構成する第２樹脂よりも多いか、又は第２樹脂に含まれる
液状ゴムの含有量が第１樹脂よりも多いことが好ましい。つまり、第１樹脂に含まれる液
状ゴムの含有量が質量比で第２樹脂よりも多いか、又は第２樹脂に含まれる液状ゴムの含
有量が質量比で第１樹脂よりも多いことが好ましい。また、第１樹脂に含まれる液状ゴム
の含有量がモル比で第２樹脂よりも多いか、又は第２樹脂に含まれる液状ゴムの含有量が
モル比で第１樹脂よりも多いことが好ましい。
【００１８】
　エポキシ樹脂組成物では、第１樹脂相を構成する第１樹脂がエポキシ樹脂及び液状ゴム
のいずれか一方を主成分とし、第２樹脂相を構成する第２樹脂がエポキシ樹脂及び液状ゴ
ムの他方を主成分とすることも好ましい。つまり、第１樹脂は、エポキシ樹脂及び液状ゴ
ムのいずれか一方を５０質量％以上含有することが好ましく、７０質量％以上含有するこ
とがより好ましく、９０質量％以上含有することが特に好ましい。また、第２樹脂は、エ
ポキシ樹脂及び液状ゴムの他方を５０質量％以上含有することが好ましく、７０質量％以
上含有することがより好ましく、９０質量％以上含有することが特に好ましい。
【００１９】
　ここで、上述の相分離構造において、エポキシ樹脂が主成分のエポキシ樹脂リッチ相は
、エポキシ樹脂と硬化剤とが反応してなる硬化物だけでなく、液状ゴムも含有しているこ
とが好ましい。つまり、エポキシ樹脂リッチ相はエポキシ樹脂が主成分であるが、液状ゴ
ムも含有していることにより、エポキシ樹脂リッチ相自体の柔軟性も向上するため、得ら
れるエポキシ樹脂組成物全体の柔軟性をより高めることが可能となる。また、逆に、液状
ゴムが主成分の液状ゴムリッチ相は、液状ゴムだけでなく、エポキシ樹脂と硬化剤とが反
応してなる硬化物も含有していることが好ましい。つまり、液状ゴムリッチ相は液状ゴム
が主成分であるが、当該硬化物も含有していることにより、液状ゴムリッチ相の硬度も向
上するため、液状ゴムリッチ相の耐久性を高めることが可能となる。
【００２０】
　本実施形態のエポキシ樹脂組成物が海島構造である場合、連続相１は、エポキシ樹脂リ
ッチ相であってもよく、また液状ゴムリッチ相であってもよい。ただ、連続相１を液状ゴ
ムリッチ相とした場合、液状ゴムリッチ相がエポキシ樹脂リッチ相を覆う構成となる。そ
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のため、液状ゴムリッチ相の割合が増加することから、エポキシ樹脂組成物の硬さがより
低下し、柔軟性をさらに高めることが可能となる。
【００２１】
　本実施形態において、エポキシ樹脂は、公知のものを用いることができる。例えば、ビ
スフェノールＡとエピクロロヒドリンとの縮合反応により得られるビスフェノールＡ型エ
ポキシ樹脂を使用することができる。また、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェ
ノールＳ型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、ナフタレンジオール型エポキシ樹
脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂を用いることができる。クレゾールノボラック
型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡノボラック型エポキシ樹脂、環状脂肪族エポキシ樹脂
、複素環式エポキシ樹脂（トリグリシジルイソシアヌレート、ジグリシジルヒダントイン
等）を用いることもできる。さらに、これらのエポキシ樹脂を種々の材料で変性させた変
性エポキシ樹脂等も使用することができる。また、これらのエポキシ樹脂の臭素化物、塩
素化物等のハロゲン化物も用いることができる。エポキシ樹脂は、これらのうちの一種を
単独で使用してもよく、二種以上を組み合わせて使用してもよい。この中でも、エポキシ
樹脂は、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂であることが特に好ましい。
【００２２】
　エポキシ樹脂を硬化させるための硬化剤としては、エポキシ基と反応し得る活性基を有
する化合物であれば、如何なるものも用いることができる。公知のエポキシ硬化剤を適宜
用いることができるが、特にアミノ基、酸無水物基、ヒドロキシフェニル基を有する化合
物が適している。例えば、ジシアンジアミド及びその誘導体、有機酸ヒドラジット、アミ
ンイミド、脂肪族アミン、芳香族アミン、３級アミン、ポリアミンの塩、マイクロカプセ
ル型硬化剤、イミダゾール型硬化剤、酸無水物、フェノールノボラック等が挙げられる。
硬化剤は、これらのうちの一種を単独で使用してもよく、二種以上を組み合わせて使用し
てもよい。この中でも、硬化剤は、脂肪族アミンであることが特に好ましい。
【００２３】
　脂肪族アミンとしては、エチレンジアミン、１，３‐ジアミノプロパン、１，４‐ジア
ミノプロパン、ヘキサメチレンジアミン、２，５‐ジメチルヘキサメチレンジアミン、ト
リメチルヘキサメチレンジアミン、ジエチレントリアミン、イミノビスプロピルアミン、
ビス（ヘキサメチレン）トリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミ
ン、ペンタエチレンヘキサミン、Ｎ‐ヒドロキシエチルエチレンジアミン、テトラ（ヒド
ロキシエチル）エチレンジアミン等が挙げられる。また、トリエチレングリコールジアミ
ン、テトラエチレングリコールジアミン、ジエチレングリコールビス（プロピルアミン）
、ポリオキシプロピレンジアミン、ポリオキシプロピレントリアミン類等も挙げられる。
【００２４】
　また、上記の硬化剤と併用して各種の硬化促進剤を用いることができる。例えば硬化促
進剤としては、第３級アミン系硬化促進剤、尿素誘導体系硬化促進剤、イミダゾール系硬
化促進剤、ジアザビシクロウンデセン（ＤＢＵ）系硬化促進剤を挙げることができる。ま
た、有機りん系硬化促進剤（例えば、ホスフィン系硬化促進剤等）、オニウム塩系硬化促
進剤（例えば、ホスホニウム塩系硬化促進剤、スルホニウム塩系硬化促進剤、アンモニウ
ム塩系硬化促進剤等）を挙げることができる。さらに、金属キレート系硬化促進剤、酸及
び金属塩系硬化促進剤等も挙げることができる。
【００２５】
　本実施形態において、液状ゴムは、原料ポリマーが液状であり、さらに加工処理後には
ゴム弾性を示す液状ポリマーを使用することができる。そして、原料ポリマーとしては、
例えばブタジエン、イソプレン、アクリロニトリル－ブタジエン、及びスチレン－ブタジ
エンからなる群より選ばれる少なくとも一つを使用することができる。そのため、液状ゴ
ムは、ブタジエンゴム、イソプレンゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、及びスチ
レン－ブタジエンゴムからなる群より選ばれる少なくとも一つを含有することが好ましい
。また、液状ゴムは、ブタジエンゴム、イソプレンゴム、アクリロニトリル－ブタジエン
ゴム、及びスチレン－ブタジエンゴムからなる群より選ばれる少なくとも一つからなるこ
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とがより好ましい。この中でも、液状ゴムは、ブタジエンゴムからなることが特に好まし
い。
【００２６】
　なお、加工処理後に液状ゴムが良好なゴム状弾性を発揮するには、最終的に三次元網目
状構造を有する必要がある。そのため、液状ゴムにおける分子の末端は官能基を有するこ
とが好ましい。このような官能基としては、例えば、ヒドロキシ基（－ＯＨ）、カルボキ
シ基（－ＣＯＯＨ）、チオール基（－ＳＨ）、アミノ基（－ＮＨ２，－ＮＨＲ，－ＮＲＲ
’）、ハロゲン基（－Ｃｌ，－Ｂｒ，－Ｉ）からなる群より選ばれる少なくとも一つを挙
げることができる。なお、液状ゴムにおける分子の末端はヒドロキシ基を有することが特
に好ましい。
【００２７】
　液状ゴムにおける分子の末端が官能基を有することにより、三次元網目状構造を形成し
やすくなるだけでなく、エポキシ樹脂と液状ゴムとの相溶性を高めることが可能となる。
そして、これらの相溶性が高まることにより、エポキシ樹脂と硬化剤が反応して相構造を
形成した場合でも、エポキシ樹脂リッチ相の内部に液状ゴムが残存しやすくなる。そのた
め、液状ゴムの柔軟性に起因してエポキシ樹脂リッチ相の柔軟性も向上させることが可能
となる。
【００２８】
　本実施形態のエポキシ樹脂組成物において、エポキシ樹脂と硬化剤からなる成分と、液
状ゴムとの体積比率が８０：２０～２０：８０（エポキシ樹脂と硬化剤からなる成分：液
状ゴム）であることが好ましく、７０：３０～６０：４０であることがより好ましい。エ
ポキシ樹脂と硬化剤からなる成分と、液状ゴムとの体積比率がこの範囲内であることによ
り、エポキシ樹脂組成物は相分離構造を効果的に形成することが可能となる。また、エポ
キシ樹脂組成物における液状ゴム成分の体積比率が２０体積％以上の場合には、エポキシ
樹脂組成物の柔軟性を高め、硬度の向上を抑制することが可能となる。また、液状ゴム成
分の体積比率が８０体積％以下の場合には、エポキシ樹脂組成物の硬化性が低下して脆く
なってしまうことを防ぐことが可能となる。
【００２９】
　本実施形態のエポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤及び液状ゴムに加え、充填
材をさらに含有してもよい。充填材はエポキシ樹脂及び液状ゴムと比較して高い熱伝導性
を有しているため、充填材を含有することにより、エポキシ樹脂組成物の熱伝導性を向上
させることが可能となる。また、エポキシ樹脂、硬化剤及び液状ゴムは電気絶縁性を有し
ているため、充填材が電気絶縁性を有している場合には、得られるエポキシ樹脂組成物も
電気絶縁性を備えることが可能となる。
【００３０】
　充填材は、エポキシ樹脂組成物の全体に分散していてもよく、またエポキシ樹脂リッチ
相及び液状ゴムリッチ相の一方に偏在してもよい。エポキシ樹脂リッチ相及び液状ゴムリ
ッチ相の一方に偏在することにより、充填材－充填材間の距離を小さくなる。そのため、
充填材同士の接触が増加して熱伝導パスが形成されやすくなることから、エポキシ樹脂組
成物の熱伝導性を向上させることが可能となる。
【００３１】
　このような充填材としては無機化合物からなることが好ましく、例えば、ホウ化物、炭
化物、窒化物、酸化物、ケイ化物、水酸化物及び炭酸塩からなる群より選ばれる少なくと
も一つであることが好ましい。具体的には、充填材は、例えば、酸化マグネシウム（Ｍｇ
Ｏ）、酸化アルミニウム（アルミナ、Ａｌ２Ｏ３）、窒化ホウ素（ＢＮ）、窒化アルミニ
ウム（ＡｌＮ）、水酸化アルミニウム（Ａｌ（ＯＨ）３）、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、
炭酸マグネシウム（ＭｇＣＯ３）、水酸化マグネシウム（Ｍｇ（ＯＨ）２）、炭酸カルシ
ウム（ＣａＣＯ３）、クレー、タルク、マイカ、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）からなる群より選ばれる少なくとも一種を含むことができる。熱伝導性と充填のし
易さ等の観点から、充填材は、ＭｇＯ、Ａｌ２Ｏ３、ＢＮ及びＡｌＮからなる群より選ば
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れる少なくとも一種を含むことが好ましい。また、充填材は、ＭｇＯ、Ａｌ２Ｏ３及びＢ
Ｎからなる群より選ばれる少なくとも一種を含有することが特に好ましい。また、充填材
は、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、窒化ホウ素（ＢＮ
）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、水酸化アルミニウム（Ａｌ（ＯＨ）３）、二酸化ケイ
素（ＳｉＯ２）、炭酸マグネシウム（ＭｇＣＯ３）、水酸化マグネシウム（Ｍｇ（ＯＨ）

２）、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ３）、クレー、タルク、マイカ、酸化チタン（ＴｉＯ２

）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）からなる群より選ばれる少なくとも一種からなる粒子であっても
よい。
【００３２】
　エポキシ樹脂組成物に含まれる充填材の量は特に限定されない。ただ、充填材の量は、
エポキシ樹脂組成物の全体の０～６０体積％であることが好ましい。充填材の量がこの範
囲内であることにより、エポキシ樹脂組成物は相分離構造を効果的に形成することが可能
となる。なお、充填材の量が多くてもエポキシ樹脂組成物の柔軟性を高めることは可能で
ある。ただ、充填材の量が過剰の場合にはエポキシ樹脂組成物の相分離構造が維持するこ
とができず、硬度が高まる可能性がある。そのため、充填材の量は、エポキシ樹脂組成物
の全体の６０体積％以下であることが好ましい。
【００３３】
　充填材の平均粒子径は特に限定されないが、例えば０．５μｍ～５０μｍであることが
好ましい。充填材の平均粒子径がこの範囲内であることにより、エポキシ樹脂組成物中に
充填材を高分散させやすくなる。つまり、平均粒子径がこの範囲であることにより、樹脂
の粘度が過度に高くなることを抑制でき、樹脂の流動性が確保されるため、作業性及び成
形性が良好となる。なお、充填材の平均粒子径は、好ましくは０．５μｍ～２０μｍであ
り、より好ましくは１μｍ～１０μｍである。
【００３４】
　エポキシ樹脂組成物の内部に含まれている充填材の平均粒子径は、エポキシ樹脂組成物
を焼成して充填材を単離することにより、測定することができる。なお、本明細書におい
て、「平均粒子径」はメジアン径を意味する。また、メジアン径は、積算（累積）重量百
分率が５０％となる粒子径（ｄ５０）を意味する。メジアン径は、例えば、レーザー回折
式粒度分布測定装置「ＳＡＬＤ２０００」（株式会社島津製作所製）を用いて測定するこ
とができる。
【００３５】
　充填材の形状は特に限定されず、例えば球状又は多面体状であってもよく、また鱗片状
、薄片状、フレーク状等、薄肉形状を有する板状であってもよい。ただ、充填材は球状で
あることが好ましい。このような形状であることにより、エポキシ樹脂組成物中に充填材
を高分散させやすくなる。
【００３６】
　充填材は、樹脂との相溶性や接着性を向上させるために、カップリング処理などの表面
処理を行ったり分散剤などを添加して、エポキシ樹脂組成物中への分散性を向上させても
よい。また、表面処理剤を適宜選択することにより、相分離構造において、より効果的に
充填材を偏在させることができる。
【００３７】
　表面処理には、脂肪酸、脂肪酸エステル、高級アルコール、硬化油等の有機系表面処理
剤を用いることができる。また、表面処理には、シリコーンオイル、シランカップリング
剤、アルコキシシラン化合物、シリル化材等の無機系表面処理剤も用いることができる。
これらの表面処理剤を用いることにより、耐水性が向上する場合があり、さらに樹脂中へ
の分散性が向上する場合がある。処理方法としては特に限定されないが、（１）乾式法、
（２）湿式法、（３）インテグラルブレンド法等がある。
【００３８】
（１）乾式法
　乾式法とは、ヘンシェルミキサー、ナウターミキサー、振動ミルのような機械的な攪拌
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により充填材を攪拌しながら、これに表面処理剤を滴下して表面処理を行う方法である。
表面処理剤としてシランを用いる場合には、シランをアルコール溶剤で希釈した溶液や、
シランをアルコール溶剤で希釈し、さらに水を添加した溶液、シランをアルコール溶剤で
希釈し、さらに水及び酸を添加した溶液等が使用できる。表面処理剤の調製方法はシラン
カップリング剤の製造会社のカタログ等に記載されているが、シランの加水分解速度や充
填材の種類によって、調製方法を適宜決定する。
【００３９】
（２）湿式法
　湿式法とは、充填材を表面処理剤に直接浸漬して行う方法である。使用できる表面処理
剤は、上記乾式法と同様である。また、表面処理剤の調製方法も乾式法と同様である。
【００４０】
（３）インテグラルブレンド法
　インテグラルブレンド法は、樹脂とフィラーとを混合するときに、表面処理剤を原液又
はアルコール等で希釈して混合機の中に直接添加し、攪拌する方法である。表面処理剤の
調製方法は乾式法及び湿式法と同様であるが、インテグラルブレンド法で行う場合の表面
処理剤の量は、乾式法及び湿式法に比べて多くすることが一般的である。
【００４１】
　乾式法及び湿式法においては、表面処理剤の乾燥を必要に応じて行う。アルコール等を
使用した表面処理剤を添加した場合は、アルコールを揮発させる必要がある。アルコール
が最終的に配合物に残ると、アルコールがガスとして発生しポリマー分に悪影響を及ぼす
。したがって、乾燥温度は、使用した溶剤の沸点以上にすることが好ましい。さらに、表
面処理剤としてシランを用いた場合には、充填材と反応しなかったシランを迅速に除去す
るために、装置を用いて高い温度（例えば、１００℃～１５０℃）に加熱することが好ま
しい。ただ、シランの耐熱性も考慮し、シランの分解点未満の温度に保つことが好ましい
。処理温度は約８０～１５０℃、処理時間は０．５～４時間が好ましい。乾燥温度と時間
を処理量により適宜選択することによって、溶剤や未反応シランも除去することが可能と
なる。
【００４２】
　表面処理剤としてシランを用いる場合、充填材の表面を処理するのに必要なシラン量は
次式で計算することができる。
　［シラン量（ｇ）］＝［充填材の量（ｇ）］×［充填材の比表面積（ｍ２／ｇ）］／［
シランの最小被覆面積（ｍ２／ｇ）］
【００４３】
　「シランの最小被覆面積」は次の計算式で求めることができる。
　［シランの最小被覆面積（ｍ２／ｇ）］＝（６．０２×１０２３）×（１３×１０－２

０（ｍ２））／［シランの分子量］
　式中、「６．０２×１０２３」はアボガドロ定数であり、「１３×１０－２０」は１分
子のシランが覆う面積（０．１３ｎｍ２）である。
【００４４】
　必要なシラン量は、この計算式で計算されるシラン量の０．５倍以上１．０倍未満であ
ることが好ましい。シラン量が１．０倍以上であっても本実施形態の効果を発揮すること
ができる。しかし、シラン量が１．０倍以上の場合には未反応分が残り、機械物性の低下
や耐水性の低下などの物性低下を引き起こす恐れがあるため、上限は１．０倍未満が好ま
しい。また、下限値を上記計算式で計算される量の０．５倍としたのは、この量であって
も樹脂へのフィラー充填性の向上には十分効果があるためである。
【００４５】
　本実施形態のエポキシ樹脂組成物は、本実施形態の効果を阻害しない程度であれば添加
剤が含まれていてもよい。具体的には、エポキシ樹脂組成物は、着色剤、難燃剤、難燃助
剤、繊維強化材、製造上の粘度調整のための減粘剤、トナー（着色剤）の分散性向上のた
めの分散調整剤、離型剤等が含まれていてもよい。これらは公知のものを使用することが



(9) JP 6715523 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

できるが、例えば、以下のようなものを挙げることができる。
【００４６】
　着色剤としては、例えば、酸化チタン等の無機系顔料、有機系顔料等、あるいはそれら
を主成分とするトナーを用いることができる。これらは一種を単独で使用してもよく、二
種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００４７】
　難燃剤としては、有機系難燃剤、無機系難燃剤、反応系難燃剤などが挙げられる。これ
らは一種を単独で使用してもよく、二種以上を組み合わせて使用してもよい。なお、エポ
キシ樹脂組成物に難燃剤を含有させる場合は難燃助剤を併用することが好ましい。難燃助
剤としては、三酸化二アンチモン、四酸化二アンチモン、五酸化二アンチモン、アンチモ
ン酸ナトリウム、酒石酸アンチモン等のアンチモン化合物、ホウ酸亜鉛、メタホウ酸バリ
ウム、水和アルミナ、酸化ジルコニウム、ポリリン酸アンモニウム、酸化スズ、酸化鉄な
どが挙げられる。これらは一種を単独で使用してもよく、二種以上を組み合わせて使用し
てもよい。
【００４８】
　このように、本実施形態のエポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂と硬化剤と液状ゴムと
を含有する。そして、当該エポキシ樹脂組成物が硬化したとき、２以上の相に分離した相
分離構造を形成し、かつ、ＪＩＳ　Ｋ６２５３に規定のタイプＥデュロメータで測定した
硬さが８０以下である。このように、本実施形態のエポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂
及び液状ゴムの含有量が相対的に異なる複数の相からなる相分離構造を有しているため、
硬度が低下し、柔軟性を高めることが可能となる。
【００４９】
　なお、エポキシ樹脂組成物は、日本工業規格ＪＩＳ　Ｋ６２５３（加硫ゴム及び熱可塑
性ゴム－硬さの求め方）に規定のタイプＥデュロメータで測定した硬さが８０以下である
ことが好ましく、７０以下であることがより好ましい。エポキシ樹脂組成物の硬さが８０
以下であることにより、例えば接着剤や、半導体素子の封止材などに好適に用いることが
可能となる。なお、エポキシ樹脂組成物の硬さの下限は特に限定されないが、例えばＪＩ
Ｓ　Ｋ６２５３に規定のタイプＥデュロメータで測定した硬さが３以上であることが好ま
しい。
【００５０】
　高柔軟性を有する本実施形態のエポキシ樹脂組成物は、接着剤、電子基板、放熱部材、
その他電子機器に好適に用いることができる。また、当該エポキシ樹脂組成物を用いて半
導体素子等の部材を封止することも好ましい。
【００５１】
　次に、本実施形態のエポキシ樹脂組成物の製造方法について説明する。まず、エポキシ
樹脂、硬化剤及び液状ゴムを添加して混練し、未硬化状態の樹脂組成物を製造する。この
際、必要に応じて充填材を添加する。各成分の混練は一段で行ってもよく、各成分を逐次
添加して多段的に行ってもよい。各成分を逐次添加する場合は、任意の順序で添加するこ
とができる。
【００５２】
　各成分の混練及び添加方法としては、例えば、まずエポキシ樹脂に、液状ゴムの一部又
は全量を混練し粘度を調整する。次に、逐次的に残りの液状ゴム、硬化剤、充填材及び添
加剤を添加しながら混練する。添加順序は特に限定されないが、樹脂組成物の保存安定性
の観点から、硬化剤は最後に添加することが好ましい。
【００５３】
　上述のように、樹脂組成物には、必要に応じて、着色剤、難燃剤、難燃助剤、繊維強化
材、減粘剤、分散調整剤、離型剤等の添加剤を添加してもよい。また、これらの添加剤の
添加順序も特に制限されず、任意の段階で添加することができるが、上述のように硬化剤
は最後に添加することが好ましい。
【００５４】
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　樹脂組成物の製造に用いる混練機械装置としては、従来公知のものを用いることができ
る。具体的には、ロールミル、プラネタリーミキサー、ニーダー、エクストルーダー、バ
ンバリーミキサー、攪拌翼を供えた混合容器、横型混合槽などを挙げることができる。
【００５５】
　樹脂組成物を製造する際の混練温度は、混練できれば特に限定されないが、例えば１０
～１５０℃の範囲が好ましい。１５０℃を超えるとエポキシ樹脂と硬化剤との部分的な硬
化反応が開始し、得られる樹脂組成物の保存安定性が低下する場合がある。１０℃より低
いと樹脂組成物の粘度が高く、実質的に混練が困難となる場合がある。好ましくは２０～
１２０℃であり、さらに好ましくは３０～１００℃の範囲である。
【００５６】
　この未硬化の樹脂組成物の成形方法は任意の方法が可能であり、成形形状は任意の形状
が可能である。例えば、成形手段としては、圧縮成形（直圧成形）、トランスファー成形
、射出成形、押し出し成形、スクリーン印刷等の各種手段を用いることができる。最後に
樹脂組成物を加熱してエポキシ樹脂と硬化剤とを反応させ、硬化させることで、本実施形
態のエポキシ樹脂組成物を得ることができる。
【００５７】
　このように、本実施形態のエポキシ樹脂組成物は、まずエポキシ樹脂と硬化剤と液状ゴ
ムとを混練する。この際、エポキシ樹脂と液状ゴムは互いに相溶した状態となる。そして
、加熱によりエポキシ樹脂と硬化剤が反応し硬化することで、これらの樹脂の相溶性が低
下し、エポキシ樹脂リッチ相と液状ゴムリッチ相とに相分離する。ただ、上述のように、
エポキシ樹脂と硬化剤が反応して相構造を形成した場合でも、エポキシ樹脂リッチ相の内
部に液状ゴムが残存しているため、エポキシ樹脂リッチ相の柔軟性を高め、得られるエポ
キシ樹脂組成物の柔軟性を向上させることが可能となる。
【実施例】
【００５８】
　以下、本実施形態を実施例及び比較例によりさらに詳細に説明するが、本実施形態はこ
れらの実施例に限定されるものではない。
【００５９】
　実施例及び比較例の樹脂組成物を製造するに際し、以下のエポキシ樹脂、硬化剤、液状
ゴム及び充填材を用いた。
【００６０】
[エポキシ樹脂]
（１）エポキシ樹脂Ａ（ビスフェノールＡ型ジグリシジルエーテル（ＤＧＥＢＡ）、三菱
化学株式会社製ｊＥＲ（登録商標）８３４、エポキシ当量：２５０ｇ／ｅｑ）
（２）エポキシ樹脂Ｂ（ビスフェノールＡ型ジグリシジルエーテル（ＤＧＥＢＡ）、三菱
化学株式会社製ｊＥＲ（登録商標）１００１、エポキシ当量：４７４ｇ／ｅｑ）
【００６１】
［硬化剤］
　ポリエーテルアミン（ポリオキシプロピレンジアミン、ハンツマン社製ジェファーミン
（登録商標）Ｄ２０００、活性水素当量：５１４ｇ／ｅｑ）
【００６２】
［液状ゴム］
　水酸基末端液状ブタジエンゴム（出光興産株式会社製Ｐｏｌｙ　ｂｄ（登録商標）Ｒ－
４５ＨＴ）
【００６３】
［充填材］
　アルミナ（昭和電工株式会社製アルミナビーズ（登録商標）ＣＢ－Ａ０９Ｓ、平均粒子
径：９μｍ）
【００６４】
［実施例１］
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　まず、表１に示す配合量で、加温したエポキシ樹脂Ｂに硬化剤及び液状ゴムを添加する
ことにより、樹脂混合物を得た。次に、当該樹脂混合物を１５０℃に温めた金型に投入し
、乾燥オーブンにて１５０℃で４時間保持することにより、本例の樹脂板を得た。なお、
得られた樹脂板の厚みは１２ｍｍであった。
【００６５】
［実施例２］
　表１に示すように配合量を変更した以外は実施例１と同様にして、本例の樹脂板を得た
。なお、得られた樹脂板の厚みは１２ｍｍであった。
【００６６】
［実施例３］
　まず、表１に示す配合量で、加温したエポキシ樹脂Ａ及びエポキシ樹脂Ｂに、硬化剤、
液状ゴム及び充填材を添加することにより、樹脂混合物を得た。次に、当該樹脂混合物を
１５０℃に温めた金型に投入し、乾燥オーブンにて１５０℃で４時間保持することにより
、本例の樹脂板を得た。なお、得られた樹脂板の厚みは１２ｍｍであった。
【００６７】
［実施例４］
　表１に示すように配合量を変更した以外は実施例３と同様にして、本例の樹脂板を得た
。なお、得られた樹脂板の厚みは１２ｍｍであった。
【００６８】
［比較例１］
　まず、表１に示す配合量で、加温したエポキシ樹脂Ｂに硬化剤を添加することにより、
樹脂混合物を得た。次に、当該樹脂混合物を１５０℃に温めた金型に投入し、乾燥オーブ
ンにて１５０℃で４時間保持することにより、本例の樹脂板を得た。なお、得られた樹脂
板の厚みは１２ｍｍであった。
【００６９】
［比較例２］
　まず、表１に示す配合量で、加温したエポキシ樹脂Ａ及びエポキシ樹脂Ｂに、硬化剤及
び充填材を添加することにより、樹脂混合物を得た。次に、当該樹脂混合物を１５０℃に
温めた金型に投入し、乾燥オーブンにて１５０℃で４時間保持することにより、本例の樹
脂板を得た。なお、得られた樹脂板の厚みは１２ｍｍであった。
【００７０】
［比較例３］
　表１に示すように配合量を変更した以外は比較例２と同様にして、本例の樹脂板を得た
。なお、得られた樹脂板の厚みは１２ｍｍであった。
【００７１】
　表１には、各例におけるエポキシ樹脂、硬化剤、液状ゴム（ブタジエンゴム）及び充填
材（アルミナ）の配合量（質量部）を示す。また、エポキシ樹脂、硬化剤、液状ゴム及び
充填材の比重から求めた樹脂板全体における液状ゴムの体積比率（ｖｏｌ％）、樹脂成分
中における液状ゴムの体積比率（ｖｏｌ％）、樹脂板全体におけるアルミナの体積比率（
ｖｏｌ％）も合わせて示す。
【００７２】
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【表１】

【００７３】
［評価］
　実施例１～４及び比較例１～３で得られた各樹脂板に対して、次のように硬度を測定し
、さらに断面観察と成分分析も行った。
【００７４】
　（硬度測定）
　実施例１～４及び比較例１～３で得られた各樹脂板に対して、ＪＩＳ　Ｋ６２５３に従
い、タイプＥデュロメータを用いて硬度を測定した。測定結果を表１に合わせて示す。
【００７５】
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　（断面観察）
　実施例１及び２で得られた樹脂板に対して、まず、クロスセクションポリッシャ（登録
商標、日本電子株式会社製ＳＭ－０９０１０）を用いて、観察断面を作製した。そして、
断面形成後、レーザー顕微鏡（キーエンス株式会社製レーザマイクロスコープＶＫ-９７
００）を用いて断面観察を行った。実施例１の樹脂板の観察結果を図２に示し、実施例２
の樹脂板の観察結果を図５に示す。
【００７６】
　また、実施例３及び４で得られた樹脂板に対して、まず機械研磨により観察断面を作製
した。そして、断面形成後、走査型電子顕微鏡（キーエンス株式会社製３Ｄリアルサーフ
ェスビュー顕微鏡ＶＥ-９８００）を用いて断面観察を行った。実施例３の樹脂板の観察
結果を図８に示し、実施例４の観察結果を図９に示す。
【００７７】
　（成分分析）
　上記方法で作製した実施例１及び２の樹脂板の観察断面に対して、顕微レーザーラマン
分析装置（ＨＯＲＩＢＡ　ＪＯＢＩＮ　ＹＶＯＮ社製、顕微レーザーラマン分光装置Ｌａ
ｂＲＡＭ　ＨＲ－８００）を用いて、相分離構造を形成する樹脂成分の同定を行った。実
施例１の樹脂板の分析結果を図３及び図４に示し、実施例２の分析結果を図６及び図７に
示す。
【００７８】
　ここで、図３（ａ）は実施例１の樹脂板に対する顕微鏡写真であり、図３（ｂ）は図３
（ａ）のａ）地点及びｂ）地点におけるラマンスペクトルを示すグラフである。また、図
４（ａ）はベンゼン環（ＤＧＥＢＡ）に由来するラマンマッピング像を示し、図４（ｂ）
はＣ＝Ｃ結合（ブタジエン）に由来するラマンマッピング像を示す。図６（ａ）は実施例
２の樹脂板に対する顕微鏡写真であり、図６（ｂ）は図６（ａ）における符号Ｂで示す範
囲の拡大写真である。そして、図６（ｃ）は、図６（ｂ）のａ）地点及びｂ）地点におけ
るラマンスペクトルを示すグラフである。また、図７（ａ）はベンゼン環（ＤＧＥＢＡ）
に由来するラマンマッピング像を示し、図７（ｂ）はＣ＝Ｃ結合（ブタジエン）に由来す
るラマンマッピング像を示す。
【００７９】
　（実施例１及び２の樹脂板と比較例１の樹脂板との対比）
　表１より、実施例１及び２の樹脂板は、比較例１の樹脂板と比較して硬さが低く、高い
柔軟性を示した。このように実施例１及び２の樹脂板が比較例１に比べて高い柔軟性を示
した理由は、次の通りと推測される。
【００８０】
　図２に示すように、断面観察の結果、実施例１の樹脂板は相分離構造を有し、さらに海
相３及び島相４を有する海島構造を形成していることが分かる。そして、断面をラマン分
光分析した結果、図３に示すように、海相ａ）ではベンゼン環の伸縮振動に由来するピー
クが観測され、島相ｂ）ではＣ＝Ｃ結合の伸縮振動に由来するピークが観測された。つま
り、海相ａ）ではベンゼン環を含有するＤＧＥＢＡに由来するピークが観測され、島相ｂ
）ではブタジエンを含有する液状ゴムに由来するピークが観測された。この結果から、実
施例１の樹脂板は、エポキシ樹脂リッチ相からなる海相と、液状ゴムリッチ相からなる島
相とで構成される海島構造を形成していることが分かる。
【００８１】
　そして、図４（ａ）より、海相３ではエポキシ樹脂（ＤＧＥＢＡ）が主成分として存在
し、図４（ｂ）より、島相４ではブタジエンゴムが主成分として存在していることが分か
る。さらに、図４（ｂ）より、エポキシ樹脂が主成分の海相３に、ブタジエンゴムが幾分
含有されていることが分かる。このように柔軟なブタジエンゴム成分が島相４だけでなく
海相３にも含有されているため、実施例１の樹脂板の柔軟性が向上していると推測される
。
【００８２】
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　また、図５に示すように、断面観察の結果、実施例２の樹脂板も相分離構造を有し、さ
らに海相５及び島相６を有する海島構造を形成していることが分かる。そして、断面をラ
マン分光分析した結果、図６に示すように、島相ａ）ではベンゼン環の伸縮振動に由来す
るピークが観測され、島相と海相の境界付近ｂ）ではＣ＝Ｃ結合の伸縮振動に由来するピ
ークが観測された。つまり、島相ａ）ではベンゼン環を含有するＤＧＥＢＡに由来するピ
ークが観測され、島相と海相の境界付近ｂ）ではブタジエンを含有する液状ゴムに由来す
るピークが観測された。この結果から、実施例２の樹脂板は、エポキシ樹脂リッチ相から
なる島相と、液状ゴムリッチ相からなる海相とで構成される海島構造を形成していること
が分かる。
【００８３】
　そして、図７（ａ）より、島相６ではエポキシ樹脂（ＤＧＥＢＡ）が主成分として存在
し、図７（ｂ）より、海相５ではブタジエンゴムが主成分として存在していることが分か
る。このように柔軟なブタジエンゴム成分が連続相を形成しているため、実施例２の樹脂
板は、実施例１よりもさらに柔軟性が向上していると推測される。
【００８４】
　（実施例３の樹脂板と比較例２の樹脂板との対比）
　表１より、実施例３の樹脂板は、比較例２の樹脂板と比較して、充填材の体積比率が同
じであるにも関わらず硬さが低く、高い柔軟性を示した。また、図８に示すように、断面
観察の結果、実施例３の樹脂板も相分離構造を有し、さらに海相７及び島相８を有する海
島構造を形成していることが分かる。
【００８５】
　そして、断面をラマン分光分析した結果、島相８ではベンゼン環の伸縮振動に由来する
ピークが観測され、海相７ではＣ＝Ｃ結合の伸縮振動に由来するピークが観測された。つ
まり、島相８ではベンゼン環を含有するＤＧＥＢＡに由来するピークが観測され、海相７
ではブタジエンを含有する液状ゴムに由来するピークが観測された。この結果から、実施
例３の樹脂板は、液状ゴムリッチ相からなる海相７と、エポキシ樹脂リッチ相からなる島
相８とで構成される海島構造を形成していることが分かった。
【００８６】
　なお、図８及びラマン分光分析の結果、海相７である液状ゴムリッチ相に充填材９が偏
在していることが分かった。そして、これらの結果から、実施例３の樹脂板が比較例２と
比べて高い柔軟性を理由は、フィラー成分を含有しても、エポキシ樹脂リッチ相と液状ゴ
ムリッチ相からなる相分離構造が保持されているためと推測される。
【００８７】
　（実施例４の樹脂板と比較例３の樹脂板との対比）
　表１より、実施例４の樹脂板は、比較例３の樹脂板と比較して、充填材の体積比率が同
じであるにも関わらず硬さが低く、高い柔軟性を示した。また、図９に示すように、断面
観察の結果、実施例４の樹脂板も相分離構造を有し、さらに一方の相１０及び他方の相１
１を有する共連続構造を形成していることが分かる。
【００８８】
　そして、断面をラマン分光分析した結果、共連続構造の一方の相１０ではベンゼン環の
伸縮振動に由来するピークが観測され、他方の相１１ではＣ＝Ｃ結合の伸縮振動に由来す
るピークが観測された。つまり、一方の相１０ではベンゼン環を含有するＤＧＥＢＡに由
来するピークが観測され、他方の相１１ではブタジエンを含有する液状ゴムに由来するピ
ークが観測された。この結果から、実施例４の樹脂板は、エポキシ樹脂リッチ相（一方の
相１０）と、液状ゴムリッチ相（他方の相１１）とで構成される共連続構造を形成してい
ることが分かった。
【００８９】
　なお、図９及びラマン分光分析の結果、他方の相１１（液状ゴムリッチ相）に充填材１
２が偏在していることが分かった。そして、これらの結果から、実施例４の樹脂板が比較
例３と比べて高い柔軟性を理由は、フィラー成分が含有しても、エポキシ樹脂リッチ相と
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【００９０】
　また、実施例３及び実施例４より、相分離構造は、海島構造及び共連続構造ともに形成
が可能であり、自由に選択できることが分かる。
【００９１】
　特願２０１５－０９７８４２号（出願日：２０１５年５月１３日）の全内容は、ここに
援用される。
【００９２】
　以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定される
ものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明のエポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂を主成分とする相と液状ゴムを主成分と
する相を備えた相分離構造を有しているため、硬度が低下し、柔軟性を高めることが可能
となる。

【図１】 【図２】
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